
出生から60日の期間を満了し、かつ、
その満了の日から2か月を経過していない場合

日本国内で
出生

出生から60日

日本で生まれた
外国籍の子 以後、原則として、

在留資格変更許可申請は不可

「短期滞在」の

在留資格取得許可申請

出生から60日 + 2か月

他の在留資格への
変更許可申請

「短期滞在」の在留期間


